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    個人情報管理規程  

 
第１章 総則 
（目的）  

第１条 この規程は、特定非営利活動法人全国ひとり親居住支援機構（以下「機構」という）内

の個人情報の取り扱いに関する体制・基本ル－ルを策定し、か機構が保有する情報の紛失、遺

漏、改ざん等を防ぎ、情報管理に関する機構としての社会的責任を果たすことを目的とする。  
 
（用語の定義）  
第２条 本規程に使用する用語は、次に掲げる各号の通りとする。 

(1) 個人情報 

個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述により、特定の個人を識

別できるものをいう。他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人が識別できるもの

を含む。 

(2) 本人 

機構が保有する個人情報で識別される個人をいう。 

(3）役職員 

当法人の役員及び職員、臨時職員、準職員及び契約職員をいう。 

  

（対象となる情報）  

第３条 本規程で対象となる情報は、機構で保管するすべての個人情報であり、電子デ－タ、印

字デ－タの別を問わない。 

 
（適用範囲）  
第４条  本規程は、機構の役職員に対して適用する。業務委託先、ボランティア、 実習生など、

機構に所属しないスタッフに対しても本規程の趣旨を踏まえた適切な取り扱いを求めるものと

する。また、個人情報を取り扱う業務を部外に委託する場合、必要かつ適切な監督をし、この

規程に従って個人情報の適切な保護を図るものとする。 
 
第２章 個人情報管理体制 
（個人情報管理責任者）  
第５条 機構における個人情報管理責任者は代表理事とする。  

２. 個人情報管理責任者は、機構における個人情報管理に関する取 
組の推進に関する責任を負う。  

３. 個人情報管理責任者は、上記責任を果たす上で必要な事項に関する決定権を有する。 
 

（個人情報管理） 

第６条 個人情報管理者は事務局長とする。 

２. 個人情報管理責任者は個人情報規程に関する基本方針に従って、各事業における個人情報 

に関する決定権を有する。責任者は、委員会の委員となる。  

（個人情報管理委員会） 

第７条 機構における個人情報に関する意思決定機関として個人情報管理委員会を設置する。 
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 ２. 委員長は個人情報管理責任者とし、委員は各事業実施者・管理者とする。 

 ３. 個人情報管理委員会は、個人情報管理に関する機構の取組みの計画立案、指示取り扱い規

程の策定、セキュリティ対策の実践等、必要な取り組みを行う。 

 
第３章 個人情報管理に係る安全措置の概要 
（個人情報保護に関する基本方針）  

第８条 機構の基本指針を定め、これを公表する。  

 
（職員の個人情報の取り扱い）  
第９条 職員は、就業規則及びこの規程に従い、これを遵守しなければならない。退職後におい 

て在職中に知り得た個人情報を遺漏してはならない。  
 

(個人情報の収集) 

第１０条 収集する個人上の利用目的を明文化し、施設内に提示する等外部に公表する。  

２. 個人情報の収集は、利用目的の達成に必要な限度において行う。  

３. 収集済みの個人情報の利用目的の変更が必要な場合は、予め個人情報管理委員会の承諾 

を得た上で、変更後の利用目的を公表する。  

４. 前項の規定に関わらず、契約書等の書面やホームページの入力の結果等、本人から個 

人情報を直接取得する場合、書面上の明記等の手法により本人に対して利用目的を明 

示するものとする。  

 
（個人情報の保管） 

第１１条 機構で保管する個人情報は個人情報管理台帳により一元管理するものとする。 

２.  機構で管理する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な安全管

理対策をおこなう。 

３. 職員は自らが所属する管理者の承認なく、個人情報を機構外に持ち出し、あるいは第三者

に提供してはならない。 

４. 個人情報を取引先、委託先等、外部に開示・提供する場合は、事前に個人情報管理者の承

認を得なければならない。必要な場合は機密保持契約をしてこれを行うものとする。 

 

（個人情報の利用） 

第１２条 個人情報の利用は、予め、開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用 

を行ってはならない。ただし法令の定めに基づく場合を除く。 

２. データ入力等のため、個人情報の取り扱いを外部業者に委託する場合、委託先の個人情報

取り扱いが適切かどうか確認した上で委託業務遂行以外の目的での使用を禁止し、業務終

了後の情報の返還又は破棄、機密保持、違反時の損害賠償等の条項を契約書等に設けるも

のとする。 

    長期間継続して業務を委託する場合には、委託先の個人情報取り扱いについて確認を行

い、必要に応じて指導、契約の見直し等を行うものとする。 
（個人情報の破棄） 
第１３条 管理期限を超過した個人情報、又は当初の目的を達成して不要になった個人情報は速

やかに破棄するものとする。 
 管理期限を超過した個人情報について業務上必要がある場合は個人情報管理者に報告し、承認
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をうける。 
 
（第三者提供） 
第１４条 業務遂行にあたり、個人情報を第三者に提供する必要がある場合は、本人の同意を得

るとともに予め個人情報管理委員会に報告し、その指示に従って必要な対応をおこなう。必要

な場合は個人情報管理委員会に報告し、その指示に従う。  
 
（本人からの照合対応等）  

第１５条 個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示、訂正・利用停止等の請求等、苦

情及び照会の受付窓口は個人情報管理者とする。  

２. 個人情報管理者は対応に関する手続きに従って速やかに必要な対応を行う。 

 
（教育）  
第１６条 個人情報管理責任者は、職員採用時、及びその後年 1 回の継続研修時に職員を対象と

した個人情報管理に関する教育を行う。個人情報管理者は現場に於いて適宜個人情報の管理に

対する現場教育を行う。  

  ボランティア、実習生に対しても個人情報管理責任者及び個人情報管理者は、個人情報管理

の必要性について注意喚起を図り、適切な取り扱いを行うよう指導・監督する。 
 
（相談・苦情の対応）  
第１７条 個人情報の取り扱いに対する相談・苦情の窓口をもうけ、適切かつ迅速な対応に努め

る。  
 
（事故発生時の対応）  
第１８条 個人情報の遺漏等個人情報に関する事故が発生した場合は、個人情報管理者は速やか

に個人情報管理責任者に報告し、二次被害の防止に対策を講じるとともに、個人情報の保護に

配慮しつつ、可能な限り事実関係を公表するとともに、委員会に報告する。 
 
（監査）  
第１９条 監事は機構内における個人情報管理の適切性について適宜監査を行う。  

２ 監査を行った結果、改善の必要性がみとめられる場合は監事は理事長に報告する。 
３ 監査結果に基づき、個人情報管理者は速やかに改善措置を実施し、結果を監事及び個人情

報管理委員会(以下「委員会」という。)に報告する。  
 
第４章 雑則 

（本規程への違反）  
第２０条 本規程への違反が明らかになった場合、違反を行った役職員を処分(免職)の対象とす

る。  

（規則）  
第２１条 個人情報管理責任者は、必要に応じて本規程の取り扱い細則を制定するものとする。  
 
（改廃）  
第２２条 この規程の改廃は理事会の議決による。 
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 付 則 

本規程は、令和 3 年１１月１日より実施する。 
 
 

個人情報保護に関する基本方針 

機構は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、機構の事業に係る者の重大な責務である

と考える。 

機構が保有する利用者等の個人情報の監視、適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会から

の信頼を得る為に、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令

を遵守し、個人情報の保護をはかる。 

 

                     記 

1. 個人情報の適切な取得、利用、開示委託 
① 個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な情報を取得し、利用目的を通

知または公表し、その範囲で利用する。 
② 個人情報の取得・利用にあたり、本人又は家族の同意を得ることとする。 
③ 機構が委託をする事業者は、業務の委託にあたり、個人情報保護法とガイドラインの趣旨

を理解し、これに沿った対応を行うべく、事業者と機密保持を盛り込んだ委託契約を締結

した上で、情報提供し、委託先への適切な監督を行う。 
2. 個人情報の安全性確保の措置 
① 機構は、個人情報保護の取組みを全役職員に周知徹底させるために、個人情報保護に関す

る規程類を整備し、必要な教育を継続的に行う。 
② 個人情報への不正アクセス、個人情報の遺漏、減質、または棄損の予防及び是正のため、

機構内において規程を整備し安全対策につとめる。 
3. 個人情報開示、訂正、利用停止、削除等への対応 

機構は、本人が事故の情報について、開示、訂正、利用停止、削除などの申し出がある場合

には速やかに対応する。これらを希望する場合には個人情報相談窓口まで問い合わせる。 
4. 苦情の処理 

機構は、個人情報の取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努める。 
5. 苦情・相談窓口 

事務局長・管理責任者を相談窓口とする。 
 
 

個人情報保護に関する取り扱い細則 

この細則は個人情報管理規程にもとづき具体的な取り扱いについて定める。 
1. 機構における個人情報に関する書類及び保管場所、取り扱い者等は別紙のとおりとする。 
2. 個人情報に関する書類は基本的に鍵のかかる保存場所に保管する。金庫で保管するものは別

紙のとおりとする。 
3. 定められた取扱者以外の職員が閲覧する場合は、取り扱い責任者の了解を得てから閲覧する。 
4. 日常的に職員以外の第三者の目にふれる可能性のあるものの取り扱いは基本的に他人の目に
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ふれない方法で、置き場所も配慮する。 
5. 実習生に対する説明はオリエンテーション時に必ず行う。実習生からは個人情報に関する誓

約書を提出してもらう。 
6. 廃棄する個人情報については文書保存規程の年限にもとづき行う。保存規程にない日常的な

ものは目的を達した後速やかに廃棄する。実習生の紹介状は実習が終了したら返却又は廃棄

する。就職希望者の履歴書は採用されなかった場合返却する。廃棄にあたってはシュレッダ

ーにかけた上行う。 
7. 事例発表等を行う場合は個人が特定されないよう氏名を記号化する。生年月日は記載せず年

齢表示とする。外部発表の場合で特定化されるおそれのある場合は予め本人又は家族の了承

を得る。 
8. 広報誌に個人情報にかかわる記事を掲載する場合、本人に予め了承を得ておく。 
9. 機構内での個人情報にかかわる情報のやりとりについては業務に必要な範囲とする。 
10. 外部からの職員、利用者の問い合わせについては予め了承されているもの以外は基本的に答

えない。緊急の場合はその都度判断する。 
11. 個人情報に係る取り扱いについては日常的に出入りする関係者についても説明し、協力を得

る。 
12. 個人情報の開示について請求があった場合は、必ず管理者の決済を得る。 
13. 個人情報に関する事故が発生した場合の手続きは苦情処理の取り扱いに準ずる。 
 


